
 

第１回 輸送資源フル活用推進プロジェクトチーム会議 
 

 

次  第 
 
 

日時 令和８年２月２０日（金）午後４時００分～ 

場所 県庁防災センター２０１会議室       

 （オンライン併用）             

 

 

１ 開  会 

 

 

２ 議  題 

 

（１）国の交通空白解消の取組み、ＰＴ設置の背景、地域公共交通計画

素案の概要について 

 

（２）地域公共交通の現状及び課題について（天草市、芦北町） 

 

（３）意見交換 

 

 

３ その他 

 

 

４ 閉  会 
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令和８年２月20日（金）
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輸送資源フル活用推進プロジェクトチーム
第１回会議
【説明資料】

資料１



説明項目

地域公共交通の現状

国の政策動向と今後の対応の方向性

本プロジェクトチームの位置づけと進め方

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ
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全国の状況
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◆人口減少や高齢化が全国的に進む中、免許返納した高齢者をはじめ、移動手段の確保に
対する不安が高まっている。

◆その一方、乗合バス・鉄軌道路線の減便・廃止やバス・タクシードライバーの減少が進み、
全国各地で「交通空白」が発生するなど、公共交通の確保は危機的な状況。

第１回 国土交通省「交通空白」解消本部資料より抜粋

Ⅰ 地域公共交通の現状
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◆県内の路線バスに従事する運転士がこの10年間で212人減少しており、路線の廃止や
減便が相次ぎ、地域住民の移動手段の確保が課題に。

◆また、県内においても移動手段を必要とする人々が公共交通を利用できない「交通
空白」が発生。

本県の状況
Ⅰ 地域公共交通の現状
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◆上記のとおり、公共交通の担い手不足による供給制約が強まる一方、医療や福祉、
教育や買い物等、生活に不可欠な分野のサービスの持続性の確保のため、公共施設や
商業施設等の統合・集約が急速に進展し、移動需要は増大。

公共施設や商業施設等の統合・集約による移動需要の増大

Ⅰ 地域公共交通の現状

人口減少を
踏まえた
統合・集約

A地域

B地域

A地域

B地域

現状 今後

それぞれの地域に公共施設や
商業施設等が立地

統合された公共施設等を
利用するために広域的な移動が必要に
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国土交通省「交通空白」解消本部の設置

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性

第１回 国土交通省「交通空白」解消本部資料より抜粋

◆ 国土交通省においては、全国各地でタクシーや乗合タクシー、日本版ライドシェアや公共ライドシェア
等を地域住民や来訪者が使えない「交通空白」の解消に向けて早急に対応していくため、
国土交通省「交通空白」解消本部を設置。

◆ 当該本部のもと、自治体や交通事業者とともに、「交通空白」の解消に向けた取組みを進めている。
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交通と医療・福祉・教育等他分野連携による地域輸送資源のフル活用

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性

第5回 国土交通省「交通空白」解消本部資料より抜粋

◆ 令和７年12月に開催された同本部において、公共交通の担い手不足による供給制約が強まる
一方で、生活に不可欠なサービスを提供する施設の統合・集約が進み、移動需要が増大している
ことを踏まえ、交通と医療・福祉・教育等の分野の連携を強化し、地域の輸送資源をフル活用する
方向性が示された。
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交通と医療・福祉・教育等他分野連携による地域輸送資源のフル活用

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性

◆ 具体的には、これまで公共交通のほか、スクールバス・病院送迎車など、それぞれの移動需要ごとに
輸送サービスが提供されていたものを、各分野の車両と運転手の空き時間を他の用途に活用
できるよう調整することや、交通モードを路線バスに一本化のうえ増強し、各需要の利用者で共同
利用（混乗）することにより、住民の移動手段の確保や地域の暮らしの安定化を目指す。

路線バス
コミュニティバス

市街地

スクールバス 学校

福祉車両 病院・福祉施設

各分野の車両と

運転士の空き時間を

他の用途に活用
できるよう調整

旅館・ホテル送迎車両
住民の移動手段を確保、地域の暮らしを安定

現状 今後
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地域輸送資源のフル活用の県内事例
Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性

芦北町ふれあいツクールバス

◆芦北町の「ふれあいツクールバス」は、登下校の時間帯はスクールバス、日中は
コミュニティ交通（ふれあいツクールバス）として運行されており、児童や生徒だけでなく、
高齢者や車を持たない住民の移動手段の確保に貢献。

芦北町ホームページより抜粋芦北町より提供
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【参考】国土交通省の取組みの方向性と予算措置

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性

第5回 国土交通省「交通空白」解消本部資料より抜粋
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【参考】国土交通省の取組みの方向性と予算措置

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性

第5回 国土交通省「交通空白」解消本部資料より抜粋
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次期熊本県地域公共交通計画（素案）

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性
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次期熊本県地域公共交通計画（素案）

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性
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本県の令和８年度当初予算案における支援策

Ⅱ 国の政策動向と今後の対応の方向性

福祉バスやスクールバス等
への一般混乗など、既存の
輸送サービスと連携した運行
効率化の取組みについても
重点的に支援する想定。
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Ⅲ 本プロジェクトチームの位置づけと今後の進め方

輸送資源フル活用推進プロジェクトチーム
（課題解決に取り組む市町村等も参加）

交通
健康
福祉

教育 観光

部局横断で連携し、地域の交通課題の解決を推進

◆ 本プロジェクトチームでは、交通のみならず、健康福祉部、観光文化部、教育庁等、関係部局が
連携し、分野横断的に地域の移動手段を確保・改善する取組みを進める。

◆ また、地域公共交通の課題解決に取り組む市町村等にも参加いただき、必要に応じてヒアリング等
も行いつつ、課題解決を図る。



天草版地方創生の実現に向けた公共交通の再編

・本市の主要な公共交通機関である路線バスは、利用者の減少による減便・廃止が進み、利便性が低下している。また、市内全域に高齢化の高い地域
や交通不便地域が分布しており、今後、高齢化の更なる進展により、免許返納者などの移動困難者の増加が予想される。
・本市では、市民及び来訪者の移動の利便性向上を図り、交通空白だけでなく地域全体の公共交通の再編に取り組むことで、誰もが行きたいところに
円滑に移動できる交通網を整備し、交流人口の増加による地域経済の活性化を目指している。

交通空白 １か所

交通不便地域(※)８１か所

※本市基準によりバス停から

１㎞以上離れた集落

インバウンドにも対応した
移動環境を整備

天草市交通再編

路線バス ２３路線
（うち国庫補助路線：２路線）
便数は多い路線で１４便、少ない
路線は１便しかない。
便数が少ないことにより利便性が
悪く、さらに利用者が減る悪循環

地域拠点

地域
拠点

幹線

幹線

中
心
部

ＡＩオンデマンド乗合

タクシー等の導入

再編へ向けた関係者会議
（交通事業者・地域・行政）

調査業務 → 外部人材を活用
専門的な知見が必要

乗降データ（ＯＤデータ）分析

シミュレーション、ルート検証

移動実態の把握、モードの検討

路線バスの再編

コミュニティ交通の導入

地域間路線（幹線）に集約し、

利便性の高いダイヤに増便
地域間の移動利便性向上

路線バス ９路線

１時間に１便程度

来訪者の利便性向上（観光の足）

地域内の移動利便性向上

自宅から目的地までドアto
ドアで小回りの利く移動
手段を確保

モニタリング事業

スクールバス、福祉バス、
病院バス等の連携・統合

他の交通モードとの整理

R11R10R9R8R7

コミュニティ交通
導入（２地域）

路線バス再編

利用促進・運行見直し

地域通貨と連携したキャッシュレスの導入
経路検索・モード間の予約アプリの導入

市内には﨑津集落（世界遺産）などの
観光資源があり、ぐるっと周遊バス
（観光バス）を運行しているものの、
公共交通では移動が不便

コミュニティ交通導入
（３地域）

コミュニティ交通導入
（２地域）

資料２

2400297
長方形



天草市の概要

【基本情報】

近隣の２市８町が合併し、平成18年３月27日に誕生した天草市
は、熊本県南西部に位置し、天草上島と天草下島及び御所浦島
などで構成し、面積は、683.82平方キロメートル（うち山林の
割合は、約67.5%）で、県内最大の総面積を誇ります。

産業は、温暖な気候を活かした農業や、豊かな水産資源を活か
した漁業を主としています。

令和７年12月の住民基本台帳人口は70,451人、世帯数は35,740
世帯、高齢（65歳以上）は30,554人で高齢化率は約43.4%となっ
ています。

（合併時：99,331人、38,438世帯）

東シナ海・有明海・八代海の３つの海に囲まれ、雲仙天草国立
公園に代表される自然景観や野生イルカが生息する（イルカ
ウォッチング）、南蛮文化やキリシタンの歴史（﨑津集落の世
界文化遺産登録）など観光資源にも恵まれています。 2



天草市の交通資源
陸上交通
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路線バス

コミュニティ交通

都市間バス

２３路線（国庫補助路線：２路線）

天草ー熊本間（快速あまくさ号）
天草ー阿蘇くまもと空港（あまぽ）

本渡市街地循環バス（のってみゅうかー）
デマンド型乗合タクシー
AIオンデマンド乗合タクシー
御所浦乗合自動車
スクールバスの一般混乗

スクールバス、スクールボート、福祉バス、病院バス

その他

出水駅蔵之元港間シャトルバス
※天草市２/３、出水地域１/３負担にて共同運行



天草市の交通資源

航路 便数 就航船 
御所浦〜棚底〜大道 10 便／日 フェリーごしょうら 

本渡〜御所浦 10 便／日 
第八栄久丸 
しーがる３ 

御所浦〜水俣 6 便／日 海上タクシー 
棚底〜御所浦〜三角 4 便／日 八りゅう丸 

鹿児島県、長崎県を結ぶ航路（広域航路）は、
３航路。
離島である御所浦町を結ぶ航路（離島航路）

は、４航路（Ｒ８.１現在。一部運休）

航空路線 便数 就航機 
天草〜福岡 6 便／日 

ATR42-600 
（みぞか号） 

天草〜熊本 2 便／日 
熊本〜大阪（伊丹） 2 便／日 
 

阿蘇くまもと空港、福岡空港、大阪（伊丹）
空港）を結ぶ航空路線は、３路線が運航
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航路 便数 就航船 
蔵之元（鹿児島県）〜牛深 18 便／日 第二天長丸 

口之津（長崎県）〜鬼池 
13 便／平日 
15 便／休日 

フェリーあまくさⅡ 
フェリーくちのつ 

天草〜長島（鹿児島県） 10 便／日 ロザリオ・カーム 



・交通不便地域は、最寄りのバス停から概ね
1ｋｍ以上離れたところにある集落（市独自
基準）。市内に81か所（Ｒ４時点）

・これまで買い物や通院を徒歩や自動車で出
来た方が、近隣の商店や医院の廃業の影響
から、今後、遠方までの移動手段が必要とな
り、移動困難者になるケースが考えられる。

・交通不便地域の区長アンケートや民生委員
アンケートの結果からも、市内全域に移動困
難者が広く分布している状況。

交通不便地域の分布図（交通資源との重ね合わせ）

5



令和7年度以降の公共交通施策について
天草市地域公共交通計画に基づく施策を着実に進めていくとともに、市長マニ
フェストに基づき、公共交通の再編にも抜本的に取り組んでいく。

＜マニフェスト（抜粋）＞
つながるチカラでまちづくり～天草版地方創生への挑戦～

「誰もが、住み慣れた地域で、安心感をもって快適な生活を送ることができる。」
人口減少社会にあっても、そのような暮らしの環境をしっかり整えることがまずは
重要です。市民の皆さまが、慣れ親しんだ地域で安心安全な毎日を過ごすことがで
きるよう、介護や障がい、子育てなど、様々な悩みをまるごと受け止め、迅速・柔
軟に対応できる相談支援体制を構築するとともに、公共交通の再編等により、移動
や買い物、医療に関する困りごとの解消に向けた取組を進めます。（以下一部省略）

（1）市内各地の地域内・地域間の移動の利便性の向上を目指し公共交通を再編
（路線バス、AI乗合タクシー、ライドシェアの活用等）

6



交通再編イメージ

7

地域拠点

地域拠点

地域拠点

地域拠点

幹線

地域間の移動は幹線に集約し、
１時間１本程度に増便

地域内の移動はコミュニティ交
通を導入する

幹線

幹線

幹線
中心部

AIオンデマンド乗合タクシー
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AIオンデマンド乗合タクシー

栖本地域・新和地域運 行 エ リ ア

４条乗合許可事 業 区 分

制限なし（事前登録制）利 用 対 象

区域運行運 行 形 態

栖本地域：セダン型タクシー（５人乗り）１台

新和地域：ワゴン車（１０人乗り）２台
使 用 車 両

予約配車システム導入システム

エリア運賃利 用 料 金

平日（土日祝日、年末年始を除く）運 行 日

午前７時３０分～午後５時運 行 時 間

電話及びweb

※新和地域では主要乗降場所にホワイトホンを設置
予 約 方 法

栖本地域では、スクールバスを廃止し、乗合タクシーを利用
他の交通モード
との整理



交通計画の実施体制

交通事業者・市・外部人材（コンサルに委託）で定期的に協議を行いながら路
線バスの再編・コミュニティ交通の導入を実施。

9

①バスの再編

地域との協議も同時に進める

・ODデータの分析
・シミュレーション

（金額、人数）
・ルート検証

・地域の実態把握
（アンケート分析等）

・モードの検討
・シミュレーション

（金額、人数）

必要とされる要素

区長、地区振興会、民生委員、
社会福祉協議会、包括支援センター、
老人クラブ、高校、警察、交通安全協会、
交通事業者等

路線の再編により交通不便者
が出ないよう注意

②コミュニティ交通の導入（乗合タクシー等）



＜方針＞市民及び来訪者の交通利便性を向上させ、天草版地方創生を実現する。

＜目標＞○市内バス路線を地域間路線（幹線）に集約し、利便性の高いダイヤ（1時間に1便程度）に増便する。
○市内全地域にAIオンデマンド乗合タクシーなどのコミュニティ交通を導入する。

地域公共交通の再編に向けたスケジュール

R6年度 R7年度 R8年度 R9年度 R10年度

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

交
通

(

地
域
内)

(

幹
線)

路
線
バ
ス

そ
の
他

検
討
地
域

新和・牛深・倉岳

有明・御所浦

・地域公共交通会議での協議（地域公共交通計画の改訂）（R7）。
・運転手不足解消に向けた取組み検討（自動運転技術、ライドシェアの導入等）。
・公共交通利用促進策の実施（バス乗り方教室の実施、通学定期・お得なチケット等の普及啓発）。
・キャッシュレス決済の推進（『天草のさりー』の普及）、九州MaaSによるデジタルチケット造成等）。

五和・河浦・天草

・利用状況調査（ODデータ解析、利用者へのアンケート調査等）。
・ラッシュ時の最大乗車数、通勤・通学利用の有無等を踏まえ、コミュニティ交通への転換可否を判断。
・原則廃止とするが、地域の状況に応じて減便等も検討する。

＜課題＞
・交通事業者の運転手確保。
・路線バス、コミュニティ交通の収支率の改善。

・産交バス㈱との協議（増便時期、乗務員の配置計画、ダイヤ編成等）。
・増便の実施、快速ダイヤの導入（主要な停留所のみ停車し、観光地等への速達性の高い快速便を設定）。
・本渡港周辺整備事業にあわせ、全線を本渡港まで延伸。
・地域別の運行可能な事業者（タクシー事業者、乗合許可を持つ地域の運送事業者等）との協議。
・地域別での運行手法（AIオンデマンド型、定時定路のデマンド型等）の検討。
・条件が整った地域でのコミュニティ交通の導入に関する地域住民等への説明。
・既存の交通資源（福祉バス、病院バス、スクールバス等）との統合検討。
・予約受付のコールセンター機能の集約。
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芦北町の交通概要（全体像）

地域の現状（R2 国勢調査等）

総人口

15,681人
H27比 -11.2%

高齢化率

44.8%

全国平均+16pt

将来推計(2040)

9,899人
R2比 -37%

高齢化・人口減少に加え、集落が分散する地勢。
→ 「生活の足」の確保が急務の課題

交通資源の構成

路線バス 幹線

産交バス 2路線（八代田浦線／田浦水俣線）

鉄道 幹線

肥薩おれんじ鉄道（6駅）
※肥薩線はR2.7豪雨により運休中

ふれあいツクールバス 生活基盤

自家用有償旅客運送 15路線
町内生活交通の土台（教育資源活用）

予約型乗合タクシー 補完

町が有償運行委託（3路線、H29.10開始）

地域交通の位置づけと接続

「日常移動のベース」としての階層構造

徒歩・近距離

ツクールバス・乗合タクシー

路線バス・鉄道

ポイント：集落から拠点へ集約し、さらに広域幹線へつなぐネットワークを形成。ツクールバス
は地域内移動の主役を担う。
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自宅・集落

出発点

生活施設

役場・病院・商店

交通結節点

駅・主要バス停

広域移動

八代・水俣方面

集落（支線） 拠点・接続点 幹線移動



事業スキーム

自家用有償旅客運送（15路線）区分

200円／1乗車運賃

民間事業者（（株）トシヒロ）へ運行委託委託

運行形態

定時定路線＋区域運行

※区域運行は予約があった日のみ運行

一部で児童生徒との混乗便を実施

使用車両（町所有）

スクールバス 21台（29人乗17／10人乗4）

専用車 6台（29人乗2／10人乗4）

運行エリアと路線ネットワーク（15路線）

定時定路線（10路線）

白石大岩線 / 古石線

百木長崎線 / 大野線

田川線 / 鶴木山線

女島線 / 永谷横居木線

井牟田波多島線 / 杉迫線

区域運行（5路線）

上原線（木・予約制）

黒岩線（金・予約制）

山神上木場線（月・予約制）

告線（水土・予約制）

内木場線（木・予約制）

定時定路線 区域運行(予約)

“支線→基幹路線”のつなぎ込みフロー

予約（前日まで）

区域運行の場合、電話で予約

自宅近くで乗車

支線バス（区域）で接続バス停へ

接続・乗継

接続停留所で乗継券受取→定時便へ

目的地へ

幹線（定時便）で病院・役場等へ

1 教育資源の転用

スクールバスの空き時間を活用し、生活交通へ転用。

2 薄い需要を維持

固定路線＋予約（区域）の組合せで効率的にカバー。

3 継続性の確保

町所有車両×民間委託運行で、持続可能な体制を構築。
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ふれあいツクールバスの事業スキームと特徴



“教育資源を交通に転用”するための制度整備プロセス

条例・要綱制定

スクールバス住民利用

使用許可

教育委員会
（学校運行最優先）
（補助財産整理）

運行委託契約

町→ 運行事業者
（民間活用）

法手続き

道路運送法
（自家用有償）

地域説明

混乗ルール整備
安全確保の徹底

POINT スクールバスとの共有により “車両を増やす”のではなく、既存資源（車両・運行枠）をルールと運用で再編集し、生活交通の受け皿をつくった。
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H22.6

運行開始

民間路線バス廃止代替
白石大岩線でスタート

1路線（無償）

H23.6

路線拡大

古石・百木長崎・大野
3路線を追加

4路線

H27.10

エリア拡大

田川・鶴木山・女島
3路線を追加

7路線

H31.4

便数拡充

利用実態に合わせて
運行便数を見直し

利便性向上

現在

R2.3〜

有償化

運行路線拡大
運賃200円化

15路線体制

導入の経緯と拡大の歩み（沿革）

有償化



配車の基本構造と資源活用の工夫

スクールバス便 ツクールバス混乗便（生徒＋住民） ツクールバス専用便（住民のみ） 予備・待機
スクール優先＋間合い活用

登下校を最優先し、日中の空き時間に一般便（定時
・区域）を配置

曜日ローテで省力化

低需要路線は曜日を分散し、“同じ時間枠”を使い回
して車両数を抑制

専用車・予備車の確保

路線特性に応じた専用車と、安全・確実性を担保す
る予備車を配置

現行スキームの課題

1

低需要路線の低乗車

固定ダイヤでは需要が薄い区間ほど空車運行が発生し、1人当たり
の輸送コスト（資源）が過大になる。

2

利用障壁（固定停留所）

高齢者等は停留所までの移動自体が負担。「使われにくい→低乗車
→維持困難」の悪循環。

3

生活交通が“間合い依存”

学校行事等の影響を受けやすい。利用できる時間帯に限りがある
ため、住民の要望に応じたダイヤ設定ができない。

4

効率課題（回送・予備）

配車上の回送発生は改善余地のサイン。予備車は不可欠だが日中
の“眠り資源”に見える場面も。

5

免許返納者への対応

免許返納者への生活の足の確保

課題の核心

固定路線中心では、限られた資源（人・車・時間）を需要に合わ
せて動かしきれない。
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車両活用の現状と課題



NEXT STEP

「新サービス導入」ではなく、
“需要に応じて人・車両・時間枠を動かす” 再編集へ

AIオンデマンド交通をベースに、既存のふれあいツクールバス、乗合タクシーの見直しへつなげ最適化を図る。

地域資源フル活用の期待効果（3つの視点）

低乗車の解消

固定運行から需要応答へ切り
替え、空車走行（資源のムダ
）を大幅に削減する。

省力化・効率化

予約・配車・運行管理をシス
テム化し、担い手不足に対応
できる持続可能な体制へ。

需要の統合

医療・福祉・買物等の移動需
要を“同じ枠”で受け止め、効

率的に輸送する。

検討の論点とプロセス

安全・確実性と効率のバランス

完全デマンド化と定時性の兼ね合い

接続設計と回送削減

幹線（鉄道・バス）とのシームレスな接続

地域説明とルール整備

新システムの周知と利用定着への支援

結び：これまでのスクールバス活用を土台に、需要に即した供給へ再編集し、生活交通を未来へつなぐ。
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今後の方向性：AIオンデマンド再編（資源配分の最適化）



輸送資源フル活用推進プロジェクトチーム設置要綱 

 

（目的） 

第１条 輸送資源フル活用推進プロジェクトチーム（以下「ＰＴ」という。）は、人口減少や運

転士不足等により地域公共交通の維持が困難となっている状況や「交通空白」の発生が懸念

される状況に対応するため、庁内関係部局が連携し、分野横断的に地域の移動手段を確保・

改善する取組みを進めることを目的とする。 

 

（事業） 

第２条 ＰＴは、前条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 

（１） 国および県の支援制度や市町村の課題対応事例等の情報共有 

（２） 熊本県地域公共交通計画に基づく事業の進捗状況及び課題の共有 

（３） 地域公共交通の課題解決に取り組む市町村への支援 

 

（構成員） 

第３条 ＰＴは、別表に定める者により構成する。 

    

（会長） 

第４条 ＰＴに座長を置き、企画振興部交通政策・統計局交通政策課長をもって充てる。 

 

（会長の職務） 

第５条 座長は、ＰＴを代表し、会務を総括する。 

 

（会議） 

第６条 ＰＴは、必要に応じて座長が招集する。 

２ ＰＴの運営及び進行は、座長がこれにあたる。 

３ 構成員は、都合により欠席する場合、代理人を出席させることができることとし、あらか

じめ座長に代理人の氏名等を報告することにより、その代理人の出席をもって当該構成員の

出席とみなす。 

４ 座長は、必要と認めるときは構成員以外の者に対してＰＴへの出席を求め、意見を聞くこ

とができる。 

 

（アドバイザーの参画） 

第７条 必要に応じ、ＰＴにアドバイザーとして国の関係機関の出席を求め、意見を聞くこと

ができる。 

 

（事務局） 

第８条 事務局は熊本県企画振興部交通政策・統計局交通政策課に置き、会議の円滑な運営の

ため庶務を処理する。 

２ 事務局の運営に関し必要な事項は、座長が定める。 

 

参考資料１

2400297
長方形



（雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、運営に関して必要な事項は、座長が別に定める。 

  

附則 この規約は、令和８年（２０２６年）２月２０日から施行する。  



別表１（第３条関係） 

ＰＴメンバー 

 

 

オブザーバー  

熊本県 企画振興部交通政策・統計局交通政策課長 

健康福祉部健康福祉政策課長 

観光文化部観光振興課長 

教育庁教育政策課長 

参加を希望する市町村 交通政策担当課長等 

熊本県 各広域本部（総務）振興課長等、各地域振興局総務振興課長

等 


